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今回のフードでの点検作業の位置付けについて 

 

平成29年６月15日 

日本原子力研究開発機構 

大洗研究開発センター 

 

１．概要 

今回の事故は、燃料研究棟のグローブボックス内等に保管している核燃料物質を適切

に管理（核燃料物質の貯蔵庫への移動）するための作業の中で発生した。本作業は、大き

く以下のステップに分類される。 

① 個々の貯蔵容器の収納状態を確認。 

② グローブボックス内等から核燃料物質を容器に封入。 

③ 回収した容器を貯蔵容器に収納。 

今回の事故は、①の貯蔵容器の収納状態確認作業で発生したものである。 

 

２．作業計画 

 前項で示した作業は管理区域内作業に該当し、実施に当たっては、「国立研究開発法人

日本原子力研究開発機構大洗研究開発センター（北地区）核燃料物質使用施設等保安規定」

第２編第16条（添付１、p.10）に基づき、放射線作業計画として放射線作業連絡票（添付

２、p.21）を作成することとなっている。 

 放射線作業連絡票を作成する際には、保安規定の下部要領である「燃料研究棟本体施

設・特定施設共通作業要領」（添付３、p.23）に基づき、安全作業手順書（当該点検作業

「核燃料物質の貯蔵作業」、添付４、p.28）、一般安全チェックリスト（添付５、p.31）、

リスクアセスメント（添付６、p.34）、保安規定チェックリスト（添付７、p.36）、使用許

可チェックリスト（添付８、p.37）、放射線安全チェックリスト（添付９、p.40）を添付

することが定められている。 

 今回の事故は、当該点検作業の安全作業手順書（添付４、p.28）の「２．作業方法 (1) 

核燃料物質の確認及び貯蔵作業」の３行目「また、核燃料貯蔵室への核燃料物質の移動に

付随して貯蔵容器の点検と汚染検査をフードＨ-１で行う。」に該当する作業中に発生し

たものである。ここで、フードＨ-１での点検作業は、「国立研究開発法人日本原子力研究

開発機構大洗研究開発センター（北地区）核燃料物質使用変更許可申請書」（添付10、p.45）

において、使用目的「汚染検査」、使用の概要「貯蔵容器点検等の作業を行う。」として許

可を受けている作業である。 

 

３．作業手順 

 フードＨ-１での作業については、「燃料研究棟本体施設・特定施設共通作業要領」（添

付３）の付属マニュアル「フードの安全作業」（添付11、p.47）として規定している。今

回の作業はこれに従って実施された。 

以 上 
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付図 点検作業に係る関係規定類の体系 

 

 

添付資料： 

１）国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究開発センター（北地区）核燃料物

質使用施設等保安規定（抜粋：第１編 総則、第２編 放射線管理、第７編 燃料研究

棟の管理） 

２）放射線作業連絡票 

３）燃料研究棟本体施設・特定施設共通作業要領 

４）安全作業手順書（核燃料物質の貯蔵作業） 

５）一般安全チェックリスト 

６）リスクアセスメント 

７）保安規定チェックリスト 

８）使用許可チェックリスト 

９）放射線安全チェックリスト 

10）国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究開発センター（北地区）核燃料物

質変更許可申請書（抜粋：表２-１、表８-１） 

11）フードの安全作業 

原子炉等規制法 

核燃料物質使用規則 

核燃料物質使用変更許可申請書（原子力規制委員会許可） 

核燃料物質使用施設等保安規定（原子力規制委員会認可） 

燃料研究棟本体施設・特定施設共通作業要領ほか下部要領 

（原子力機構制定） 

各種チェックリスト等（原子力機構制定） 
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